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INFORMATION

　登録にあたっては、市ホームページにある「利用上の注意事項」をお読
みください。
①空メールを送信
　空メール送信アドレス�:�touroku@koka-city.jp
　※右のQRコードからも送信可
②URL入りメールを受信
　配信希望を登録するためのURL入りのメール
�（配信元アドレス：access@koka-city.jp）が返信されてくるので、そこ
にアクセス

③登録用ホームページで配信希望の情報を登録
　希望する配信の情報を選択し「次へ」を、選択内容がよければ「登録」を
選択

④登録完了メールを受信
　「メール配信登録完了」のメールが送信されてくると、登録完了

　試験実施にあたり、ご理解とご協力をお願いします。
●実施日時　5月20日（水）11時
●対象地域　市内全域
●内容　• 放送

音声放送端末機と屋外拡声器から「これはJアラートのテストで
す」などの放送が最大音量で流れます。
※放送前後にチャイムがなります。

• メール
あいこうか緊急メールに登録された方で、災害情報の配信を希
望している方に、試験内容のメールが届きます。

危機管理課　防災危機管理係
☎69-2103　Ｆax63-4619

　子育て世代の皆さんの知りたい情
報を発信しています。おでかけ情報
やイベント情報は年齢別に検索でき
ます。�ＬＩＮＥ＠やメルマガも配信中。

納期限は、6月1日（月）です
◦固定資産税（１期）
◦軽自動車税（種別割）（全期）
◦国民健康保険税（２期）

◦利用者負担額（保育料、幼稚園・保育園給食費）
◦介護保険料（２期）
◦公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

　登録していただいたメールアドレス
に子育て支援情報を配信します。

5月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）は、
12日、 19日、 26日です。

マイナちゃんからのお知らせ
マイナンバーカードで各種
証明書がコンビニで取得できます。
（取得できる証明書は下記までご確認ください。）

毎週火曜日は、市役所市民課で戸籍・
住民票・税証明などの証明書発行、印
鑑登録等を19時まで行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けできない
業務がありますので、対応できる内容に
ついては下記までお問合せください。

子育て情報はこちらから
甲賀流！子育て応援サイト

ここまあちねっと

問合せ
子育て政策課 子育て政策係
☎69-2176　Ｆax69-2298

問合せ
市民課 
☎69-2138　Ｆax65-6338

今月の納税

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

「甲賀子育て応援メール」
配信中！

5月20日全国瞬時警報
システム（Jアラート）の全国一斉情報伝達試験を実施

●災害情報　甚大な被害が予想される気象情報、地震情報、土砂災害情
報など

●目撃情報　犯罪情報、ひき逃げ情報など警察からの依頼情報
●注意報等情報　食中毒情報、交通事故多発注意報、大気汚染情報など

　市では、市民の皆さんの安全・安心を守るため「あいこうか緊急メール」
による情報配信サービスを行っています。ぜひ登録をお願いします。

問合せ

皆さんの安全・安心を守る
「あいこうか緊急メール」に登録を お知らせ

登 録 方 法

配 信 情 報

子育て支援センター
だより

【ジフテリア・破傷風（2期）予防接種】
　小学6年生に相当する方を対象に
4月上旬にお知らせを送付しました。
●接種対象年齢
　11歳～13歳の2日前まで

【麻しん・風しん混合予防接種】
　保育園、幼稚園年長に相当する幼
児の方を対象に4月上旬にお知らせ
を送付しました。
●接種期間　小学校就学前の１年
間で令和3年3月31日まで（接種
医療機関での接種可能期間内）

【共通事項】
●接種費用　　無料
●接種方法　医療機関で個別接種
※詳細はお知らせまたは健診（検診）
カレンダーをご確認ください。

すこやか支援課　母子保健係
☎69-2169　Ｆax63-4085

大切なお子さんを
感染から守る予防接種
を受けましょう お知らせ

問合せ

　日本赤十字社では、人道を基本理
念に地域に根ざした活動を行ってお
り、皆さんからご協力いただく活動
資金により支えられています。温か
いご支援、ご協力をお願いします。

【主な活動】
●国内災害救護…災害時における
救護班の派遣、被災者のこころの
ケアなど

●献血事業…安全な血液製剤の供
給、献血思想の普及や理解などの
啓発

●国際活動…紛争や災害、病気で苦
しむ人々を救うための人道的支
援活動

●社会福祉・ボランティア
日本赤十字社滋賀県支部
甲賀市地区事務局
福祉医療政策課　福祉総務係
☎６９‐２１５７　Ｆax６３‐４０８５

赤十字活動資金への
ご協力をお願いします お知らせ

問合せ

　区・自治会、自治振興会や市民活
動団体などの支援を一体的に行うた
め、政策推進課市民活動推進室は下
記へ移転しました。
●場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」　２階
　☎70-6032　Ｆax70-3721
●主な業務　自治振興会・区・自治
会、NPO等市民活動支援、地縁団
体の認可、結婚支援

政策推進課　市民活動推進室
☎70-6032　Ｆax70‐3721

政策推進課市民活動
推進室の移転 お知らせ

問合せ

　農地法第3条の許可を受け、耕作
目的で農地の権利（所有権や賃借権
等）を取得する場合は、農地経営面
積が５０アールを超えることが必要
ですが、農業従事者の確保、遊休農
地の拡大防止の観点から、新たに信
楽地域の朝宮学区で下限面積を３０
アールとします。
●施行日　６月１日～（受付日で適用）

農業委員会事務局
☎６９‐２２６３　Ｆax６３‐４５９２

６月１日から
信楽地域の一部を「下限
面積」（別段面積）３０アールに お知らせ

問合せ

区　域 下限面積
信楽町上朝宮・下朝宮・
宮尻
土山町大河原・鮎河・
�黒滝・黒川・猪鼻・山中・
笹路・山女原

３０アール

上記以外の区域 ５０アール

『やさしさに つつまれそだつ
 やさしいこころ』
� 令和２年度児童福祉週間標語

　児童虐待防止対策の強化を図る
ため、体罰が許されないものである
ことが法定化され、この４月から施行
されました。決して、保護者を罰した
り、追い込んだりすることが目的で
はなく、体罰等によらない子育てを
社会全体で推進していくことが目的
です。
　子育ては、とても大変なことです。
子どもを育てる上では、いろいろな
人のサポートを受けることも必要で
す。気軽にご相談ください。

子育て政策課　
家庭児童相談室
☎６９-２１７７　Ｆax６９-２２９８

５月５日～１１日は
「児童福祉週間」 お知らせ

問合せ

　甲南第一地域市民センター改修
工事に伴い、５月７日から事務エリア
が本館建物の西側から東側へ変更
となります。
　また、４月から次の事務所が甲南
第一地域市民センターへ移転し業
務を開始しています。
別館１階
●甲賀市商工会甲南支所
●甲賀市観光まちづくり協会
本館３階
●甲賀市社会福祉協議会
　（甲南地域福祉活動センター）
●甲賀・湖南成年後見センターぱんじー
　なお、引き続き工事を行いますの
で、ご不便をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いします。�
●工事期間　１２月１０日（木）まで

管財課　庁舎整備室
☎６９‐２１２６　Ｆax６３‐４５６１

甲南第一地域市民
センター改修工事に
伴う受付窓口等の移転 お知らせ

問合せ

2222［No.344］2020.5.1［No.344］2020.5.1［No.344］2020.5.1［No.344］2020.5.12323


